
別記様式

物 品 等 の 名 称
及 び 数 量

令和４年度洪水予警報等作成システム改修作業

支出負担行為担当官
　中国地方整備局長　多田　智

( 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ )

契 約 締 結 日

東芝インフラシステムズ株式会社

( 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地３４ )

金117,700,000円
※消費税及び地方消費税相当額を含む。

非公表

契 約 し た 理 由 別紙「契約理由書」のとおり

備 考

随 意 契 約 結 果 書

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

令和４年４月１日

契約の相手方の
氏 名 及 び 住 所

契　約　金　額

予 定 価 格



 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

業者名：東芝インフラシステムズ株式会社 

 

件 名：令和４年度洪水予警報等作成システム改修作業  

 

随意契約の理由: 

本件は、洪水予警報等における発表文を全国統一し、内容の分かり易さ及び

発表の迅速化を図るため、各地方整備局、都道府県、気象庁等と通信を行い、

洪水予報・水位到達情報・水防警報・ダム放流通知、緊急速報メール配信等を

行っている運用中の「洪水予警報等作成システム」において、システム機能の

改良、改良プログラムの動作確認、及び運営サポート等を行うものである。 

 

 本システムは水防法第１０条「国の機関が行う洪水予報」として、洪水のお

それがあるときに気象台と共同して水位又は流量を示し関係都道府県知事へ

の通知や一般への周知を行うために使用するものである。 

 

上記業者は、プログラムソースは契約書上提出物となっていないため、著作

者人格権（著作権法第２０条（同一性保持権））を行使することを意思表示し

ている。従って、上記業者が本業務を遂行できる唯一の業者である。 

 

よって、会計法第 29条の 3第 4項並びに国の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令第 13条第 1項第 1号を適用し、随意契約を行うもので

ある。 


